
■ 基本計画と都市ＭＰの総合化メモ
★基本構想は、地方自治体の「憲法」
(根拠) 《地方自治法第２条第４項》

(根拠) 《都市計画法第１８条の２》

★ 基本計画と都市ＭＰの総合化の意味

① ハードのまちづくりとソフトのまちづくりを総合的に区民に示すことができる。
② このことにより、区民にとって、区が進めるまちづくり全体が分かりやすくなる。

「市町村は、議会の議決を経て定め
られた当該市町村の建設に関する基
本構想並びに市街化区域及び市街化
調整区域の整備、開発または保全の
方針に即し、当該市町村の都市計画
に関する基本的な方針（以下この条
において「基本方針」という。）を
定めるものとする。」

「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経
てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための
基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならな
い。」
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　　　　　　　　実　施　計　画

　この網がけ部分が、
　今回の基本計画と都市ＭＰ
　との総合化の対象となる

　
　　　　　　　　予　算　編　成


